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令和６年度 第３回神栖市行政委員連絡協議会会議録

日 時 令和７年１月３１日（金）

午後６時３０分～午後７時３６分

場 所 神栖市役所 ４階 第二委員会室

■出席者

髙橋行政委員、山﨑行政委員、神崎行政委員、亘行政委員

菅谷行政委員、柴行政委員（行政委員６名）

猿田課長、海老室長、小川係長、成田主事（事務局４名）

■会議内容

１ 開 会

２ あいさつ

３ 案 件

（１）地区活動支援に関するアンケートについて

事務局からアンケートの内容について説明し、質疑応答。また、今後の地区活動支援に

向けた取組の参考とするため、各地区の現状等、意見交換を実施した。

＜アンケートの内容＞

・区長等役員の負担用務について

・区役員等の負担軽減や地区加入促進策等に対する要望について

・他地区との情報共有について

【質疑・意見】

委 員：市から依頼される毎月の回覧について、月初めではなく、月末に届けてもら

いたい。地区で行う回覧がある際、場合によっては、月初めすぐに回覧を届け

なければいけないものもあるため、市からの回覧は、月末に届けてもらえる

と助かる。特に１月、２月、３月は役員交代の時期ということもあり、月初

めすぐに回覧を実施したい。

委 員：毎月行っている公園清掃について、清掃日について区民にお知らせした際、

回覧をした後に、市から回覧の依頼があったため、２度回覧をお願いするこ

ととなった。月末であれば助かる。また、小中学校の回覧も以前は月の半ば

に頼まれていたが、依頼をして月末に持ってきてもらうようにした。回覧は

１回に済ませたいので、同じように月末に持ってきてもらいたい。

委 員：区費等お金の徴収が負担。また、区長等役員の選出が大変。区費は世帯によ

って減額しているが、社協の会費などは減額等がないため、支払いが負担と

なり、これが原因で地区を抜ける人もいる。社協の会費等が回覧されると、

例えば前の人が名前を記載し、お金を納めている場合、次の人が断りにくい状

況を作ってしまっているため、半強制のような形となってしまっている。
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委 員：集会所におけるごみの分別を区役員が行っているため負担となっている。今

年は分別のルールが変わったため、ごみを出す方も仕分けをする方も混乱した。

コミュニティ協議会の活動に参加するのが大変。

委 員：市役所になかなか行けないため、申請、説明等をメールでやりとりができれ

ばよい。メールであれば記録が残るため、会議でも説明しやすい。また申請書

等の提出物が多いのが負担であり、申請書等はホームページに載せ、探しや

すいように掲載してほしい。さらに、区費以外で徴収する赤十字などについ

ては、徴収する班長の負担となるため、徴収時期を４月にするなど集約して

ほしい。

委 員：総会の準備等の負担が大きい。ほとんどの用務を区長が行っており、役員の

中でも負担が大きい。また、要望等の取りまとめが大変。赤十字などの徴収

も大変である。

委 員：区費は地域でも違いがあると思うが、他の地区ではいくらか教えてほしい。

委 員：前期５，０００円、後期３，０００円で８，０００円です。

委 員：７，５００円です。事業内容によっては変動があります。

委 員：うちも昨年まではコロナの影響で事業内容によって変動があり、前期の区費

が５，０００円だけの時もあれば、後期を１，５００円にする時もありました。

委 員：区費は６，０００円であり、社協会費、赤十字の１，５００円は別に徴収する。

また、大潮祭の関係で１，０００円を各戸から徴収している。

委 員：一般世帯は３，０００円で高齢者で区費を免除しているところもある。また、

地元の事業所の場合は５，０００円で地元以外は１０，０００円を徴収して

いる。

委 員：３，６００円です。

委 員：３，０００円です。しかし、昨年までは公園美化の関係で補助金が入ってい

たが今年は公園美化をやめた関係で、区の財政状況が大きく変わった。この

ままの財政状況が続き、公民館の維持等を考えると、区費の金額も考えなけ

ればいけなくなってしまう。一番の出費は懇親会などの食事代。

委 員：地区から抜ける人が増えているが、何か対策しているものがあれば教えてほ

しい。

委 員：何もない。対策が難しい。

委 員：地区の合併は難しいと思うが検討も必要と思う。また、物価の高騰などもあ

るから、補助金の額などを見直してほしい。

委 員：地区ごとにやり方が違うため合併は難しい。

委 員：後に加入世帯が大きく減り、運営が困難になる前には市で考えてほしい。

委 員：市に対する要望として、口座の情報など一度報告したものを各課で共有して

ほしい。何度も請求書に同じ情報を記載するのは手間。

事 務 局：事業ごとに目的が違うので毎回請求書を提出いただいております。また、振

込先の誤りを防止する観点からも事業ごとに提出いただいております。以前

地区からの要望で、同じ意見をいただきましたが、同様の回答をさせていた

だきました。
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（２）地区活動支援報告について

地区活動支援報告について、以下の内容を事務局より説明いたしました。

・今年度の行政委員連絡協議会及び区長会の開催状況

・次年度の区長会長選出予定地区についての確認

・次年度の地区活動へのポイント付与に関するスケジュール

４ その他

＜協議会の公開について＞

会議の結果はホームページで公開することとなり、会議録の概要を掲載します。

５ 閉会

― 午後７時３６分終了 ―


